
後期高齢者医療制度のお知らせ ■保険料のお支払い方法 

■保険証が新しくなります 

■減額認定証（限度額適用・標準負担額減額認定証）も新しくなります 

■医療費通知の発行を希望される方へ 

■新たに発行を希望される方はご連絡ください 


